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15年に亘る会員又は1回

につき50万円以上

福丼県更生保護事業協会理事
長感謝状

1回 につき5万円 福丼保護観察所長感謝状

1回 につき10万円以上
中部地方更生保護委員会
委員長感謝状

1回 につき20万 円以上 法務大臣感謝状

500万円以上 (個人) 紺綬褒章

紺綬褒章1,000万円以上 (法人)

うち人が、:ろ
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り「保護観察」
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しています。



税目 優遇措置の内容

鯉壁躙鐵爾鑽懸 寄附額-2千円〓寄附金控除額
※所得金額の40%相当額が上限

魃 鶉 聰 (寄附

聰 翻 駅 曇 附金控 除額

※所得金額の40%相 当額が上限かつ寄附金特別控除の合計額はそ
の年分の所得税額の25%相当額が上限

個人が土地や建物などの財産を寄附した場合の譲渡
所得について、所得時から寄附時までの値上がり益を非
課税とする

法
　
　
人
　
　
税

(資本金額XO口25%十所得金額X2日5%)X1/4

(資本金額XO。 375%十所得金額X6.25%)X1/2

全額を損金算入できる

相
続
税

申告期限内(死亡日の翌日から10か月以内)に相続財産を

寄付した場合、相続税を非課税とする

個
人
住
民
税

緻膿爾調爾爾醸
(寄付 額 -2千 円 )X4% ※寄附金の上限は年間所得の30%

轍爾爾鰯爾爾麟
(寄付 額 -2千 円 )X6% ※寄附金の上限は年間所得の30%

③

協
力
雇
用
主

黎麟麟鐵圏麟

⑤

更
生
保
護
女
性
会


